
松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金交付要綱 

令和8年3月19日告示第81号 

 

（趣旨） 

第1条 松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金（以下「補助金」と

いう。）については、松阪市補助金等交付規則（平成17年松阪市規則第63号）に基

づくもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付目的） 

第2条 この補助金は、原油、ガス、電気等のエネルギー価格高騰により影響を受け

る市内企業等に対し、省エネ設備の更新に要する費用の一部を補助することにより、

その影響を緩和し、経営基盤強化につなげることを目的とする。 

（補助対象者） 

第3条 補助金の交付の対象となる者は、松阪市内に本社又は事業所を有する事業者

のうち、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条に規定する中小企業者等

（以下「中小企業者等」という。）であって、本市の市税の滞納をしていないもの

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、「松阪市中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助

金」及び「松阪市農業経営体物価高騰緊急対策事業補助金」の交付決定を受けた者

は補助対象としない。 

（補助対象事業、補助対象経費及び実施期間） 

第4条 補助対象事業は、別表第1に掲げる事業（以下「補助事業」という。）とし、

補助対象経費は、別表第2に掲げる経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるもの

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業に伴い取得する資産として、ＬＥＤ照明、発

電・蓄電関連設備、車両及び建物は補助対象としない。 

３ 補助事業の実施期間は、補助金交付決定日から令和9年2月19日までとする。 

（交付額） 

第5条 補助金の額は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

この場合において、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第6条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、松阪市中

小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金交付申請書（様式第1号）に次の書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 市税の完納証明書（発行から3か月以内のもの） 

(2) 会社の概要を説明するパンフレット等 

(3) 補助事業に係る経費の根拠となる書類（見積書、2者以上）の写し 

(4) 省エネ効果の根拠となる資料（機器カタログ等） 



(5) その他市長が必要と認めるもの 

（交付決定） 

第7条 市長は、前条の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて

現地調査及び申請者からの聞き取り等を行うとともに、総合的に判断して交付が適

当と認めるときは、補助金の交付を決定し、松阪市中小企業エネルギー価格高騰対

策緊急支援補助金交付決定通知書（様式第2号）により申請者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため

に必要な条件を付すことができる。 

（変更交付申請） 

第8条 前条の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、交付決定後

に交付申請の内容を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、松阪市中小

企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金変更交付申請書（様式第3号）に変更

内容及び変更理由を確認することができる書類を添付して、速やかに市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の変更交付申請を受けた場合は、速やかに審査し、松阪市中小企業

エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金変更交付決定通知書（様式第4号）により

補助決定者に通知するものとする。 

３ 第1項に規定する軽微な変更とは、変更の内容が、事業の能率的又は効率的な実

施に資するもの、かつ、補助目的の達成に支障がないものであって、次のいずれか

に該当する場合をいう。 

(1) 補助金交付決定額を変更しない範囲で補助対象経費を変更するもの 

(2) 補助事業の目的を損なわない範囲で事業計画の細部を変更するもの 

(3) その他市長が軽微な変更と認めるもの 

（実績報告） 

第9条 補助決定者は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は令和9年2月

19日のいずれか早い日までに、松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補

助金実績報告書（様式第5号）に次の書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 補助対象経費に関する書類（発注書、契約書及び納品書等）の写し 

(2) 補助事業の支出関係を証明する書類（請求書及び領収書等）の写し 

(3) 補助事業の実施状況写真 

(4) その他市長が必要と認めるもの 

（補助金額の確定） 

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、書類を審査し、交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、松阪市中小企

業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金確定通知書（様式第6号）により補助決

定者に通知するものとする。 



（請求及び交付） 

第11条 前条の確定通知を受けた者は、当該確定通知を受けた日から起算して30日以

内に松阪市中小企業エネルギー価格高騰対策緊急支援補助金請求書（様式第7号）

により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日から期限を

定めてその返還を命じるものとする。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。 

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(5) 事業遂行にあたり、問題があると市長が認めたとき。 

２ 市長は、前項の取消しを行ったときは、その旨を松阪市中小企業エネルギー価格

高騰対策緊急支援補助金交付決定取消通知書（様式第8号）により補助決定者に通

知するものとする。 

（終期等） 

第13条 この要綱に基づく補助制度の終期は、特別の事情がない限り令和9年3月31日

とする。 

２ 前項に規定する終期が到来したときは、市は補助金交付について再検討し、継続

又は廃止を決定するものとする。 

３ 目的が達成された事業については、補助の実施期間内であっても補助金の交付を

終了するものとする。 

（書類の整備等） 

第14条 補助決定者は、この補助事業に係る関係書類を、当該補助事業の属する市の

会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和8年4月1日から施行する。 



別表第1（第4条関係） 

補助対象事業 

事業内容 交付要件 補助率 限度額 

次に該当し、中小企業者等が自

ら策定した事業計画書に基づ

き、市内拠点において実施する

もの 

（1）省エネ機器への更新に係る

事業 

（2）その他市長が適当と認めた

もの 

省エネ効果 

10％以上 

（原油換算

量ベース） 

補助対象経費

の2分の1以内 

3,000千円 

（下限100千円） 

別表第2（第4条関係） 

補助対象経費 

経費区分 内容 

設計費・設備費・工事費 設備更新に係る費用等 

その他 その他市長が認める経費 

 

 


